
第２回基本構想審議会会議での意見を踏まえ基本構想の新たな変更部分 

 

ページ 項目 変更内容 

３９ページ ６ 計画の実現に向けて 「社会情勢の変化に的確かつ柔軟に対

応しながら」を追加した。 

資料編に掲

載 

ＳＤＧｓとは ＳＤＧｓの取組について理解してもら

いやすいように、１７の目標の内容を資

料編に示す。 

 

  



  

 

 ６ 計画の実現に向けて 
 

今後厳しい財政状況が見込まれますが、創意工夫によって限られた費用で質の高い

行政サービスを提供していくことができるよう、民間能力の活用など、これまでの行

政改革の取組を継続していくほか、地域共通の課題については、近隣市と連携して取

り組みます。また、デジタル技術を活用することにより、市民生活の向上や質の高い

行政サービスの提供に取り組みます。 

持続可能な財政運営を行うために、歳入の確保や、事業の重点化による歳出抑制に

取り組むほか、次の世代に負担を先送りすることのないよう、民間ノウハウを活用し

ながら老朽化した公共施設の長寿命化や施設の配置の最適化を行うことで、施設の維

持管理費用や更新費用の削減に努め、総合計画の実現に取り組みます。 

市政に対する市民の関心を高め、理解を深めるために、市政情報発信の充実と、市

政参画の機会の提供に努め、市民と連携して「協創によるまちづくり」に取り組み、

社会情勢の変化に的確かつ柔軟に対応しながら「住みよい暮らしの創造」を目指しま

す。 
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【参考】SDGs とは 

（出典 内閣府地方創生推進室「地方創生に向けた SDGsの推進について」） 

 

・SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、「誰一人取

り残さない」持続可能で多様性と包摂のある社会の実現を目指す世界共通の目標。 

・平成 27 年（2015 年）の国連サミットにおいて全会一致で採択され、2030 年

を年限とする 17 の国際目標が決められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あらゆる場所あらゆる形
態の貧困を終わらせる 

飢餓を終わらせ、食料安
全保障及び栄養の改善を
実現し、持続可能な農業
を促進する 

あらゆる年齢のすべての
人々の健康的な生活を確
保し、福祉を促進する 

すべての人に包摂的かつ
公正な質の高い教育を確
保し、生涯学習の機会を
促進する 

ジェンダー平等を達成
し、すべての女性及び女
児のエンパワーメントを
行う 

すべての人々の水と衛生
の利用可能性と持続可能
な管理を確保する 

すべての人々の、安価か
つ信頼できる持続可能な
近代的なエネルギーへの
アクセスを確保する 

包摂的かつ持続可能な経
済成長及びすべての人々
の完全かつ生産的な雇用
と働きがいのある人間ら
しい雇用を促進する 

強靭なインフラ構築、包
摂的かつ持続可能な産業
化の促進及びイノベーシ
ョンの推進を図る 

資料編 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内及び各国家間の不平
等を是正する 

包摂的で安全かつ強靭で
持続可能な都市及び人間
居住を実現する 

持続可能な消費生産形態
を確保する 

気候変動及びその影響を
軽減するための緊急対策
を講じる 

持続可能な開発のため
に、海洋・海洋資源を保全
し、持続可能な形で利用
する 

陸域生態系の保護、回復、
持続可能な利用の推進、
持続可能な森林の経営、
砂漠化への対処ならびに
土地の劣化の阻止・回復
及び生物多様性の損失を
阻止する 

持続可能な開発のための
平和で包摂的な社会を促
進し、すべての人々に司
法へのアクセスを提供
し、あらゆるレベルにお
いて効果的で説明責任の
ある包摂的な制度を構築
する 

持続可能な開発のための
実施手段を強化し、グロ
ーバル・パートナーシッ
プを活性化する 


